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042-648-2230 FAX 042-644-3910

ぱれっと

曜日 時間

月～土曜日
午前９時 ～ 午後４時

（毎月第２・３金曜日は午前９時 ～ 午後６時）

※祝・休日、年末年始及びクリエイトホールの休館日（原則第１火曜日）を除く

名称 相談内容 時間

女性のための夫婦関係・離婚に
関する相談

具体的に離婚を考えている方だけでなく、離婚について知り
たい方や、夫婦関係を修復したい方なども含め、夫婦関係に
ついて悩んでいる方の相談をお受けします。

第1土曜日の午前9時～午前11時45分、
第1～4木曜日、第3土曜日の午後1時
～午後3時45分

女性のための生き方・
対人関係に関する相談

自分自身のこれまでの生き方や、これからのキャリアについて、
また、家族や職場、友人など対人関係について悩んでいる方
の相談をお受けします。

第2～4水曜日、第2・4土曜日の午前9
時～午前11時45分、
第2金曜日の午後3時30分～午後6時
15分

女性のための弁護士相談
女性の権利・人権に関わる問題（別居、離婚及びＤＶ）に関する
法律相談を希望する方の相談をお受けします。

第4土曜日の午後2時～午後5時10分

男女共同参画センターの相談事業の紹介男女共同参画センターの相談事業の紹介

●電話相談 648-2234

●専門相談 648-2234から予約

男女共同参画センターの

公式Instagramを開設しました

相談日 時間

原則、奇数月の第4水曜日 午後3時30分から午後6時30分まで

●LGBT電話相談 648-2238

国や都の相談窓口国や都の相談窓口

プラス

電話相談・チャッ
ト相談・プラス相
談箱があります。
左の二次元コード
から読み込んでご
利用ください。

配偶者やパートナー
から受けている様々
な暴力（DV）につい
て、専門の相談員が
一緒に考えます。

DV相談 +
（内閣府）

プラスささえる
ライン＠東京
（東京都）

ＬＩＮＥの友達
登録が必要です。
左の二次元コー
ドから読み込ん
でご利用くださ
い。

殴る・蹴る・怒鳴
る・無視する・バカ
にするなど、
配偶者やパートナー
からの暴力被害に関
する相談をLINEで受
け付けます。

プラス

東京ウィメン
ズプラザ

配偶者からの暴力、
交際相手からの暴力、
夫婦や親子の問題、
生き方、人間関係な
ど、暮らしのなかで
抱えるさまざまな悩
みについて、相談を
受けています。

※毎日9：00～21：00（年末年始を除く）
※東京都に在住、在勤、在学の方
が対象。

一般相談 03-5467-2455

DV専用相談 03-5467-1721

※祝・休日、年末年始及びクリエイトホールの休館日（原則第１火曜日）を除く

プラス
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